
エネルギー価格高騰による国民生活や事業活動への影響緩和を

求める意見書

ロシアによるウクライナ侵略により、エネルギー価格が急騰し、世

界経済に多大な影響を及ぼしている。

世界のエネルギー事情が一変し、また、グローバルなエネルギー需

給構造に大きな地殻変動が起きている現状においては、将来的なリス

クを想定した上で、足元の危機克服とＧＸ（グリーントランスフォー

メーション）の推進とを両立させながら、エネルギーの安定供給に向

けた取組を進めていかなければならない。

また、気候変動対策の取組についても、雇用・産業等と密接に関係

することから、２０５０年カーボンニュートラル宣言や、２０３０年

度の温室効果ガス２０１３年度比マイナス４６％目標の達成に向けて、

ＧＸの推進は必要不可欠である。

エネルギーは、経済・産業の根幹を支えるものであり、世界規模で

どのような事態が生じても、国民生活や事業活動への影響を最小化す

る必要がある。

電力需給のひっ迫という足元の危機を克服するためには、今冬だけ

でなくその後数年間を見据えた上で、あらゆる施策を総動員し、対応

していかなければならない。

まずは足元の危機への対策として、資源確保、需給緩和施策により

エネルギー供給の安定化を図るとともに、ＧＸを推進することでエネ

ルギー政策の遅滞を解消し、安定供給体制の再構築が図られるよう以

下のとおり求める。

１．足元の危機への対応として、今冬の停電回避とエネルギー安全保

障の確保のため、不測の事態に備えた追加的な燃料調達を確実かつ

早急に実施すること。

２．エネルギーコストの上昇の際には、下請け企業がその増加分を元

請け企業に対して適切に転嫁することが重要となるが、元請け企業

との価格交渉ができない場合が多いことを踏まえ、「転嫁円滑化施

策パッケージ」及び「取引適正化に向けた５つの取組」の着実な推



進を図ること。

３．ＧＸを進める上で不可欠な脱炭素エネルギーを強化していくため

の制度的な枠組や国民理解を深化させるための取組などについて、

検討や議論の加速化を図ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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